
－１－ 

令和４年第４回青森市議会定例会提出案件  

 

件      名 
提出 

件数 

予 算 案 

 

○ 令和 4年度青森市一般会計補正予算（第 4号） 

 

○ 令和 4年度青森市一般会計補正予算（第 5号） 

 

○ 令和 4年度青森市競輪事業特別会計補正予算（第 2号） 

 

○ 令和 4年度青森市国民健康保険事業特別会計補正予算（第 2号） 

 

○ 令和 4年度青森市卸売市場事業特別会計補正予算（第 2号） 

 

○ 令和 4年度青森市介護保険事業特別会計補正予算（第 2号） 

 

○ 令和 4年度青森市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 2号） 

 

○ 令和 4年度青森市駐車場事業特別会計補正予算（第 2号） 

 

○ 令和 4年度青森市病院事業会計補正予算（第 2号） 

 

○ 令和 4年度青森市水道事業会計補正予算（第 1号） 

 

○ 令和 4年度青森市自動車運送事業会計補正予算（第 1号） 

 

○ 令和 4年度青森市下水道事業会計補正予算（第 2号） 

 

○ 令和 4年度青森市農業集落排水事業会計補正予算（第 1号） 

 

 

     計 

 

 

 

 

１３ 

条 例 案 

 

○ 青森市浪岡学生寮条例の制定について 

 

○ 青森市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例の制定につ

いて 

 

○ 青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について 

 

○ 青森市福祉館条例の一部を改正する条例の制定について 

 

○ 青森市道路附属物自動車駐車場条例の一部を改正する条例の制定について 

 

○ 青森市健康増進センター条例及び青森市市民センター条例の一部を改正す

る条例の制定について 

 

 

     計 ６ 



－２－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単 行 案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（青森市中世の館） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（市営住宅（青森地区）） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（市営住宅（浪岡地区）） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（青森市油川市民センター） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（青森市荒川市民センター） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（青森市東部市民センター） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（青森市大野市民センター） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（青森市横内市民センター） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（青森市戸山市民センター） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（青森市浪岡北中野公民館） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（青森市浪岡本郷公民館） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（青森市浪岡野沢公民館） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（青森市浪岡女鹿沢公民館） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（青森市浪岡大杉公民館及び大杉公園） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（青森市文化会館等） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（青森市民体育館等） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（青森市浪岡体育館等） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（青森産業展示館及び青森市はまな

す会館） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（北部地区農村環境改善センター） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（花岡農村環境改善センター等） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（青森市八甲田憩いの牧場等） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（青森市観光交流情報センター） 

 

○ 公の施設の指定管理者の指定について（ユーサ浅虫） 

 

○ 字の区域の変更について 

 

○ 市道の路線の廃止について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－３－ 

 

 

単 行 案 

 

  

○ 市道の路線の認定について 

 

 

     計 

 

 

 

 

２６ 

報  告 

 

○ 専決処分の報告について 

 

○ 専決処分の報告について 

 

○ 専決処分の報告について 

 

○ 専決処分の報告について 

 

 

     計 

 

 

 

 

 

 

 

４ 

合      計 ４９ 
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（追加提出予定案件） 

 ●閉会日提出 

  ○ 人事案 

     監査委員の選任について 

     監査委員の選任について 

     財産区管理委員の選任について 
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○ 予算案 

 

議案第１２３号 令和 4年度青森市一般会計補正予算（第 4号） 

 

議案第１２４号 令和 4年度青森市一般会計補正予算（第 5号） 

 

議案第１２５号 令和 4年度青森市競輪事業特別会計補正予算（第 2号） 

 

議案第１２６号 令和 4年度青森市国民健康保険事業特別会計補正予算（第 2号） 

 

議案第１２７号 令和 4年度青森市卸売市場事業特別会計補正予算（第 2号） 

 

議案第１２８号 令和 4年度青森市介護保険事業特別会計補正予算（第 2号） 

 

議案第１２９号 令和 4年度青森市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 2号） 

 

議案第１３０号 令和 4年度青森市駐車場事業特別会計補正予算（第 2号） 

 

議案第１３１号 令和 4年度青森市病院事業会計補正予算（第 2号） 

 

議案第１３２号 令和 4年度青森市水道事業会計補正予算（第 1号） 

 

議案第１３３号 令和 4年度青森市自動車運送事業会計補正予算（第 1号） 

 

議案第１３４号 令和 4年度青森市下水道事業会計補正予算（第 2号） 

 

議案第１３５号 令和 4年度青森市農業集落排水事業会計補正予算（第 1号） 

 

 

○ 条例案 

 

議案第１３６号 青森市浪岡学生寮条例の制定について 

 

青森市浪岡学生寮の設置及び管理について必要な事項を定めるため、制定し

ようとするものである。 

 

議案第１３７号 青森市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例の制定につい

て 

 

地方公務員法等の一部改正に伴い、職員の定年の引上げ、管理監督職勤務上限

年齢制及び定年前再任用短時間勤務制の導入等の措置を講ずる等のため、改正

等をしようとするものである。 

 



－６－ 

議案第１３８号 青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について 

 

人事院及び青森県人事委員会による給与改定に係る勧告を勘案して、職員の

給料月額等を改定するため、改正しようとするものである。 

 

議案第１３９号 青森市福祉館条例の一部を改正する条例の制定について 

 

青森市片岡福祉館の建て替えに伴い、当該福祉館の使用料の額を定めるため、

改正しようとするものである。 

 

議案第１４０号 青森市道路附属物自動車駐車場条例の一部を改正する条例の制定について 

 

青森市青森駅西口駐車場の設置及び管理について必要な事項を定め、青森市

青森駅前駐車場の名称を変更する等のため、改正しようとするものである。 

 

議案第１４１号 青森市健康増進センター条例及び青森市市民センター条例の一部を改正する

条例の制定について 

 

青森市健康増進センター及び青森市西部市民センターのトレーニングルーム

に係る使用許可の要件を見直す等のため、改正しようとするものである。 

 

 

○ 単行案 

 

議案第１４２号 公の施設の指定管理者の指定について（青森市中世の館） 

 

青森市中世の館の指定管理者の指定をしようとするものである。 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 青森市浪岡大字女鹿沢字平野１１８番地１ 

            名称 特定非営利活動法人ＮＰＯ婆娑羅凡人舎 

               （代表理事 太田 博） 

         指定の期間 令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第１０条 

 

議案第１４３号 公の施設の指定管理者の指定について（市営住宅（青森地区）） 

 

市営住宅（青森地区）の指定管理者の指定をしようとするものである。 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 青森市桂木四丁目８番地２ 

            名称 協同組合タッケン 

               （代表理事 川嶋 勝美） 



－７－ 

         指定の期間 令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第１０条 

 

議案第１４４号 公の施設の指定管理者の指定について（市営住宅（浪岡地区）） 

 

市営住宅（浪岡地区）の指定管理者の指定をしようとするものである。 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 青森市浪岡大字銀字杉田１４７番地１ 

            名称 有限会社皆成建設 

               （代表取締役 前田 憲秀） 

         指定の期間 令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第１０条 

 

議案第１４５号 公の施設の指定管理者の指定について（青森市油川市民センター） 

 

青森市油川市民センターの指定管理者の指定をしようとするものである。 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 青森市大字羽白字池上１９７番地１ 

            名称 元気町あぶらかわ市民センター運営協議会 

               （会長 葛西 清光） 

         指定の期間 令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条 

               第２項において準用する同条例第１０条 

 

議案第１４６号 公の施設の指定管理者の指定について（青森市荒川市民センター） 

 

青森市荒川市民センターの指定管理者の指定をしようとするものである。 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 青森市大字荒川字柴田１２９番地１ 

            名称 青森市荒川市民センター管理運営協議会 

               （会長 落合 茂） 

         指定の期間 令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条 

               第２項において準用する同条例第１０条 

 

議案第１４７号 公の施設の指定管理者の指定について（青森市東部市民センター） 

 

青森市東部市民センターの指定管理者の指定をしようとするものである。 

                                              

         指定管理者となる団体 



－８－ 

            所在 青森市原別三丁目８番１号 

            名称 青森市東部市民センター管理運営協議会 

               （会長 大坂 昭） 

         指定の期間 令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条 

               第２項において準用する同条例第１０条 

 

議案第１４８号 公の施設の指定管理者の指定について（青森市大野市民センター） 

 

青森市大野市民センターの指定管理者の指定をしようとするものである。 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 青森市大字大野字若宮７１番地 

            名称 青森市大野市民センター管理運営協議会 

               （会長 加川 史） 

         指定の期間 令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条 

               第２項において準用する同条例第１０条 

 

議案第１４９号 公の施設の指定管理者の指定について（青森市横内市民センター） 

 

青森市横内市民センターの指定管理者の指定をしようとするものである。 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 青森市大字横内字亀井２８番地２ 

            名称 青森市横内市民センター管理運営協議会 

               （会長 舘山 義光） 

         指定の期間 令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条 

               第２項において準用する同条例第１０条 

 

議案第１５０号 公の施設の指定管理者の指定について（青森市戸山市民センター） 

 

青森市戸山市民センターの指定管理者の指定をしようとするものである。 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 青森市蛍沢四丁目１番４号 

            名称 青森市戸山市民センター管理運営協議会 

               （会長 寺嶋 多吉） 

         指定の期間 令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条 

               第２項において準用する同条例第１０条 

 



－９－ 

議案第１５１号 公の施設の指定管理者の指定について（青森市浪岡北中野公民館） 

 

青森市浪岡北中野公民館の指定管理者の指定をしようとするものである。  

                                             

         指定管理者となる団体 

            所在 青森市浪岡大字北中野字村元４７番地２ 

            名称 青森市浪岡北中野公民館管理運営協議会 

               （会長 長谷川 あつ） 

         指定の期間 令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条 

               第２項において準用する同条例第１０条 

 

議案第１５２号 公の施設の指定管理者の指定について（青森市浪岡本郷公民館） 

 

青森市浪岡本郷公民館の指定管理者の指定をしようとするものである。 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 青森市浪岡大字本郷字篠原１１番地１ 

            名称 青森市浪岡本郷公民館管理運営協議会 

               （会長 奥瀬 金藏） 

         指定の期間 令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条 

               第２項において準用する同条例第１０条 

 

議案第１５３号 公の施設の指定管理者の指定について（青森市浪岡野沢公民館） 

 

青森市浪岡野沢公民館の指定管理者の指定をしようとするものである。 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 青森市浪岡大字樽沢字村元５４４番地１ 

            名称 青森市浪岡野沢公民館管理運営協議会 

               （会長 木村 富彦） 

         指定の期間 令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条 

               第２項において準用する同条例第１０条 

 

議案第１５４号 公の施設の指定管理者の指定について（青森市浪岡女鹿沢公民館） 

 

青森市浪岡女鹿沢公民館の指定管理者の指定をしようとするものである。 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 青森市浪岡大字下十川字大沼袋１４番地 

            名称 青森市浪岡女鹿沢公民館管理運営委員会 



－１０－ 

               （会長 奈良岡 洋一） 

         指定の期間 令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条 

               第２項において準用する同条例第１０条 

 

議案第１５５号 公の施設の指定管理者の指定について（青森市浪岡大杉公民館及び大杉公園） 

 

青森市浪岡大杉公民館及び大杉公園の指定管理者の指定をしようとするもの

である。 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 青森市浪岡大字徳才子字山本１番地２ 

            名称 青森市浪岡大杉公民館管理運営協議会 

               （会長 伊藤 雅信） 

         指定の期間 令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条 

               第２項において準用する同条例第１０条 

 

議案第１５６号 公の施設の指定管理者の指定について（青森市文化会館等） 

 

青森市文化会館等の指定管理者の指定をしようとするものである。 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 青森市大字雲谷字梨野木６３番地 

            名称 一般財団法人青森市文化観光振興財団 

               （理事長 能代谷 潤治） 

         指定の期間 令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

               青森市民美術展示館は令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第１０条 

 

議案第１５７号 公の施設の指定管理者の指定について（青森市民体育館等） 

 

青森市民体育館等の指定管理者の指定をしようとするものである。 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 青森市大字浜館字間瀬３６番６ 

            名称 オカモト・角弘・青森放送・東洋建物共同企業体 

               （代表者 岡本 謙一） 

         指定の期間 令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

               青森市民体育館は令和５年４月１日から令和６年６月３０日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第１０条 

 

 



－１１－ 

議案第１５８号 公の施設の指定管理者の指定について（青森市浪岡体育館等） 

 

青森市浪岡体育館等の指定管理者の指定をしようとするものである。 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 青森市浪岡大字女鹿沢字東花岡５３番地２７ 

            名称 浪岡青い森スポーツ協議会 

               （会長 倉田 忠男） 

         指定の期間 令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第１０条 

 

議案第１５９号 公の施設の指定管理者の指定について（青森産業展示館及び青森市はまなす

会館） 

 

青森産業展示館及び青森市はまなす会館の指定管理者の指定をしようとする

ものである。 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 青森市第二問屋町四丁目４番１号 

            名称 一般財団法人青森市産業振興財団 

               （理事長 細井 仁） 

         指定の期間 令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第１０条 

 

議案第１６０号 公の施設の指定管理者の指定について（北部地区農村環境改善センター） 

 

北部地区農村環境改善センターの指定管理者の指定をしようとするものであ

る。 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 青森市大字奥内字宮田４１番地３ 

            名称 青森市北部地区農村環境改善センター管理運営協議会 

               （会長 工藤 久米司） 

         指定の期間 令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条 

               第２項において準用する同条例第１０条 

 

議案第１６１号 公の施設の指定管理者の指定について（花岡農村環境改善センター等） 

 

花岡農村環境改善センター等の指定管理者の指定をしようとするものである。 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 秋田県秋田市中通二丁目２番３２号 
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            名称 株式会社秋田東北ダイケン 

               （代表取締役 髙井 行則） 

         指定の期間 令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第１０条 

 

議案第１６２号 公の施設の指定管理者の指定について（青森市八甲田憩いの牧場等） 

 

青森市八甲田憩いの牧場等の指定管理者の指定をしようとするものである。 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 青森市大字雲谷字梨野木６３番地 

            名称 一般財団法人青森市文化観光振興財団 

               （理事長 能代谷 潤治） 

         指定の期間 令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

               青森市八甲田憩いの牧場は令和５年４月１日から令和８年３月３１日

まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第１０条 

 

議案第１６３号 公の施設の指定管理者の指定について（青森市観光交流情報センター） 

 

青森市観光交流情報センターの指定管理者の指定をしようとするものである。 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 青森市新町一丁目２番１８号 

            名称 公益社団法人青森観光コンベンション協会 

               （会長職務代理者 副会長 林 均） 

         指定の期間 令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第１０条 

 

議案第１６４号 公の施設の指定管理者の指定について（ユーサ浅虫） 

 

ユーサ浅虫の指定管理者の指定をしようとするものである。 

                                              

         指定管理者となる団体 

            所在 青森市大字雲谷字梨野木６３番地 

            名称 一般財団法人青森市文化観光振興財団 

               （理事長 能代谷 潤治） 

         指定の期間 令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

         関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第１０条 
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議案第１６５号 字の区域の変更について 

 

           県営幸畑地区経営体育成基盤整備事業の施行に伴い、字の区域を変更するも

のである。 

 

         変更区域  

          ○ 「筒井字八ツ橋」及び「大矢沢字野田」の一部の区域を「幸畑字唐崎」に編

入する。 

          ○ 「幸畑字唐崎」の一部の区域を「大矢沢字野田」に編入する。 

         関係法令  地方自治法第２６０条第１項 

 

議案第１６６号 市道の路線の廃止について 

 

新田６７号線ほか５路線の市道を廃止しようとするものである。 

 

総延長   ４２８．７ｍ 

総面積   ３，０６６㎡ 

関係法令  道路法第１０条第１項及び第３項において準用する同法第８条第２項 

 

議案第１６７号 市道の路線の認定について 

 

新田７３号線ほか２０路線を市道として認定しようとするものである。 

 

総延長   ２，９３３．８ｍ 

総面積   １９，５２２㎡ 

関係法令  道路法第８条第１項及び第２項 

 

 

○ 報 告 

 

報告第４１号 専決処分の報告について 

 

事故に係る和解及び損害賠償の額の決定について専決処分したので、その報

告をするものである。 

 

事故発生年月日  令和４年８月１６日 

損害賠償額    ８８，０００円 

専決処分年月日  令和４年１１月８日 

関係法令     地方自治法第１８０条第１項及び第２項 
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報告第４２号 専決処分の報告について 

 

交通事故に係る和解及び損害賠償の額の決定について専決処分したので、そ

の報告をするものである。 

 

事故発生年月日  令和４年８月６日 

損害賠償額    １，２００円 

専決処分年月日  令和４年１１月１０日 

関係法令     地方自治法第１８０条第１項及び第２項 

 

報告第４３号 専決処分の報告について 

 

交通事故に係る和解及び損害賠償の額の決定について専決処分したので、そ

の報告をするものである。 

 

事故発生年月日  令和４年８月２７日 

損害賠償額    ２，２６６円 

専決処分年月日  令和４年１１月１０日 

関係法令     地方自治法第１８０条第１項及び第２項 

 

報告第４４号 専決処分の報告について 

 

事故に係る和解及び損害賠償の額の決定について専決処分したので、その報

告をするものである。 

 

事故発生年月日  令和４年８月１６日 

損害賠償額    １，６０６，０００円 

専決処分年月日  令和４年１１月１１日 

関係法令     地方自治法第１８０条第１項及び第２項 

 


